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第２回農業委員会定例会(シナリオ)

午前１０時００分

１ 日 時 令和５年２月２８日（火）

午前１１時１０分

２ 場 所 竹原市民館２階 第２・第３会議室

３ 出席農業委員 1 石本委員，2 山元委員，3 祐本委員，4 宮崎委員，5 渡橋委員

7 土居委員

欠席農業委員 6 赤坂委員

推進委員 大藤推進委員，建山推進委員，半田推進委員，西原推進委員，

沖野推進委員，岡田推進委員，土居推進委員，須賀推進委員，

西野推進委員，大木推進委員，亀田推進委員，山本推進委員，

佐伯推進委員

４ 説明員 國川事務局長，木原係長，鳥本専門員，小池主事

５ 審議案件

議案第７号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第８号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第９号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第１０号 農地法第５条の許可を受けた土地における履行延期承認申請について

議案第１１号 農用地利用集積計画の決定について

議案第１２号 非農地証明申請について

報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告第４号 農地法第４条の規定による届出について

議案第１３号 竹原市農業振興地域整備計画の変更（案）の協議について
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議 長 出席者が過半数に達しておりますので，只今から令和５年第２回竹原市農業

委員会総会を開催いたします。本日の議事録署名者に，７番土居委員を指名い

たします。

なお，本日の欠席は，６番 赤坂委員です。

それでは，日程第１，議案第７号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。１番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 1ページ，参考資料の 1ページをご覧ください。

１番の申請地は，東野町字南在屋 326 番 1，326 番 5，329 番 2，331 番 1 の

計 4筆，地目はいずれも畑，面積は計 1,172 ㎡です。

申請の事由は，農業経営を拡大するために申請されたものです。

営農計画は野菜，無花果，栗を作付けする予定です。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った岡田推進委員から補足説明をお願いします。

岡田

推進委員

申請地は，東野小学校から南西へ約 300ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作可能な農地でした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に２番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 1ページ，参考資料の 2ページをご覧ください。

２番の申請地は，東野町字上沖田 1760 番 1 の 1 筆，地目は田，

面積は 1,402 ㎡です。

申請の事由は，農業経営を拡大するために申請されたものです。

営農計画はブルーベリーを作付けする予定です。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った岡田推進委員から補足説明をお願いします。

岡田

推進委員

申請地は，賀茂川中学校から南へ約 800ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作可能な農地でした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり
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議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に日程第２，議案第８号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題といたします。１番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 2ページ，参考資料の 2ページをご覧ください。

申請地は，東野町字下青田 1772 番 1，1808 番，1809 番，1810 番 1，

1811 番の計 5筆，地目は田が 1筆，畑が 4筆，面積は計 272.60 ㎡です。

農道を整備するため，転用申請するものです。

既に工事を完了していたため，所有者から始末書の提出を受けており，所有

者は深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った岡田推進委員から補足説明をお願いします。

岡田

推進委員

申請地は，賀茂川中学校から南へ約 800ｍ付近にあります。

現地確認時，既に農道が整備されていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に２番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 2ページ，参考資料の 3ページをご覧ください。

申請地は，新庄町字上椋原 994 番 1 の 1 筆，地目は田，面積は 1,586 ㎡で

す。

資材置場として利用するため，転用申請するものです。

既に資材置場として利用していたため，所有者から始末書の提出を受けてお

り，所有者は深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った沖野推進委員から補足説明をお願いします。
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沖野

推進委員

申請地は，賀茂川中学校から東へ約 1,000ｍにあります。

現地確認時，既に資材置場として利用されていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に日程第３，議案第９号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。１番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 3ページ，参考資料の 4ページをご覧ください。

１番の申請地は，福田町字東小島 2527 番・2528 番・2529 番合併の 1筆，

地目は田，面積は 819 ㎡です。

太陽光発電設備の用途で利用することに伴い，所有権を移転するものです。

用途が定められた区域にある農地であり，第 3種農地です。

説明は以上です。

議 長 現地確認を行った山本推進委員から補足説明をお願いします。

山本

推進委員

申請地は，ＪＲ大乗駅から東へ約 450ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作されていませんでした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に２番について事務局の説明をお願いします。
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局 長 議案の 3ページ，参考資料の 5ページをご覧ください。

２番の申請地は，福田町字中谷 1576 番の 1筆，地目は畑，

面積は 152 ㎡です。

駐車場の用途で利用することに伴い，所有権を移転するものです。

用途が定められた区域にある農地であり，第 3種農地です。

説明は以上です。

議 長 現地確認を行った山本推進委員から補足説明をお願いします。

山本

推進委員

申請地は，ＪＲ大乗駅から北東へ約 1,000ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作されていませんでした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に３番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 3ページ，参考資料の 6ページをご覧ください。

３番の申請地は，竹原町字上新開 3599 番 1（仮換地 31 街区 2-1 画地）の

1筆，地目は田，面積は 201 ㎡（換地後の面積は 139.46 ㎡）です。

自己住宅の用途で利用することに伴い，所有権を移転するものです。

用途が定められた区域にある農地であり，区画整理区域内にある第 3種農地

です。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った須賀推進委員から補足説明をお願いします。

須賀

推進委員

申請地は，竹原市役所から北へ約 700ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作されていませんでした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり
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議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に４番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 3ページ，参考資料の 6ページをご覧ください。

４番の申請地は，竹原町字上新開 3599 番 3（仮換地 31 街区 2-2 画地）の

1筆，地目は田，面積は 235 ㎡（換地後の面積は 162.89 ㎡）です。

自己住宅の用途で利用することに伴い，所有権を移転するものです。

用途が定められた区域にある農地であり，区画整理区域内にある第 3種農地

です。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った須賀推進委員から補足説明をお願いします。

須賀

推進委員

申請地は，竹原市役所から北へ約 700ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作されていませんでした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に５番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 4ページ，参考資料の 6ページをご覧ください。

５番の申請地は，竹原町字上新開 3599 番 4（仮換地 31 街区 2-3 画地）の

1筆，地目は田，面積は 260 ㎡（換地後の面積は 179.97 ㎡）です。

自己住宅の用途で利用することに伴い，所有権を移転するものです。

用途が定められた区域にある農地であり，区画整理区域内にある第 3種農地

です。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った須賀推進委員から補足説明をお願いします。

須賀

推進委員

申請地は，竹原市役所から北へ約 700ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作されていませんでした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。
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「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に６番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 4ページ，参考資料の 1ページをご覧ください。

６番の申請地は，東野町字南在屋 331 番 4 の 1 筆，地目は畑，

面積は 23 ㎡です。

宅地進入路の用途で利用することに伴い，所有権を移転するものです。

用途が定められた区域にある農地であり，第 3種農地です。

説明は以上です。

議 長 現地確認を行った岡田推進委員から補足説明をお願いします。

岡田

推進委員

申請地は，東野小学校から南西へ約 300ｍ付近にあります。

現地確認時，耕作されていませんでした。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を許可することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を許可することに決定いたします。

次に日程第４，議案第１０号「農地法第５条の許可を受けた土地における履

行延期承認申請ついて」を議題といたします。

１番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 5ページ，参考資料の 7～8ページをご覧ください。

１番の申請地は，新庄町字木原 1790 番，1791 番 1，1792 番 1，1792 番 2 の

計 4筆，地目はいずれも田，面積は計 1,559 ㎡です。

太陽光発電設備の用途で利用することに伴い，所有権を移転する許可を令和

3年 11 月 30 日付指令竹農委第 5-3-54 号で許可を受けたものです。

資材の入荷が遅れている等の理由により，工期を令和 4年 11 月 30 日までか

ら，令和 5年 2月 28 日までに変更するため，履行延期承認申請があったもの

です。

工期後の申請であるため，所有者から始末書の提出を受けており，所有者は

深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

説明は以上です。
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議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

渡橋委員 期限が本日（2月 28 日）となっているが，工事は終わっているのか。

西原

推進委員

期限が近い履行延期申請については，現在の工事の進捗状況についても説明

してほしい。

土居

推進委員

許可後の案件についても，事務局から業者へ指導を徹底して行い，期限前に

履行延期の申請を提出してもらう必要があると思う。

事務局員 現場を確認したところ，工事は計画どおり実施されており，完了していまし

た。

今後は業者へ指導し，履行延期申請をする場合には，期限前に申請書を提出

してもらうように努めます。

議 長 他にご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

次に２番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 5ページ，参考資料の 9～10 ページをご覧ください。

２番の申請地は，福田町字西小島 2711 番，2717 番 1，2718 番 1 の計 3筆，

地目はいずれも田，面積は計 1,496 ㎡です。

太陽光発電設備の用途で利用することに伴い，所有権を移転する許可を令和

3年 11 月 30 日付指令竹農委第 5-3-58 号で許可を受けたものです。

資材の入荷が遅れている等の理由により，工期を令和 4年 11 月 30 日までか

ら，令和 5年 2月 28 日までに変更するため，履行延期承認申請があったもの

です。

工期後の申請であるため，所有者から始末書の提出を受けており，所有者は

深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

現場を確認したところ，工事は計画どおり実施されており，完了していまし

た。説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。
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「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

次に３番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 6ページ，参考資料の 11～12 ページをご覧ください。

３番の申請地は，吉名町字毛木沖 5254 番 84 の 1 筆，

地目は畑，面積は 2,588 ㎡です。

太陽光発電設備の用途で利用することに伴い，地上権を設定する許可を令和

3年 12 月 27 日付指令竹農委第 5-3-61 号で許可を受けたものです。

資材の入荷が遅れている等の理由により，工期を令和 4年 12 月 27 日までか

ら，令和 5年 2月 28 日までに変更するため，履行延期承認申請があったもの

です。

工期後の申請であるため，所有者から始末書の提出を受けており，所有者は

深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

現場を確認したところ，工事は計画どおり実施されており，完了していまし

た。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

次に４番について，事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 6ページ，参考資料の 13～14 ページをご覧ください。

４番の申請地は，東野町字砂原 196 番，203 番 2 の計 2筆，

地目はいずれも田，面積は計 3,051 ㎡です

太陽光発電設備の用途で利用することに伴い，所有権を移転する許可を令和

4年 2月 28 日付指令竹農委第 5-4-4 号で許可を受けたものです。

資材の入荷が遅れている等の理由により，工期を令和 5年 2 月 28 日までか

ら，令和 5年 3月 31 日までに変更するため，履行延期承認申請があったもの

です。説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり
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議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

次に５番について，事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 6ページ，参考資料の 15～18 をご覧ください。

５番の申請地は，竹原町字上新開 3600 番 1（仮換地 32 街区 3-1 画地），

3600 番 2（仮換地 32 街区 3-2 画地），3600 番 3（仮換地 32 街区 3-3 画地），

3600 番 4（仮換地 32 街区 3-4 画地），3600 番 5（仮換地 32 街区 3-5 画地），

3600 番 6（仮換地 32 街区 3-6 画地），3600 番 7（仮換地 32 街区 3-7 画地），

3600 番 8（仮換地 32 街区 3-8 画地）の計 8筆，地目はいずれも田，面積は計

1,635 ㎡（換地後の面積は計 1,230.09 ㎡）です。

創建ホーム株式会社が分譲住宅用地の用途で利用することに伴い，所有権を

移転するため，令和 3年 8月 30 日付指令竹農委第 5-3-31 号で許可を受け，令

和 3年 12 月 27 日付指令竹農委第 5変-3-16 号で履行延期を行い，令和 4年 10

月 31 日付指令竹農委第 5変-4-15 号で分譲地の区割変更をした土地です。

工事計画の完成期限を令和 4年 12 月 31 日までから令和 5年 3 月 31 日まで

に変更するため，履行延期承認申請があったものです。

工期後の申請であるため，所有者から始末書の提出を受けており，所有者は

深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

次に６番と７番は関連がありますので一括して審議を行います。

事務局の説明をお願いします。
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局 長 議案の 7ページ，参考資料の 19～21 ページをご覧ください。

６番の申請地は，下野町字稲浦 1247 番 1，1248 番の計 2筆，

地目はいずれも田，面積は計 825 ㎡です。

７番の申請地は，下野町字稲浦 1249 番 1，1250 番，1252 番の計 3筆，

地目はいずれも田，面積は計 2,431 ㎡です。

太陽光発電設備の用途で利用することに伴い，所有権を移転する許可を令和

3 年 12 月 27 日付指令竹農委第 5-3-56 号及び第 5-3-57 号にて受けたもので

す。

資材の入荷が遅れている等の理由により，工期を令和 4年 12 月 31 日までか

ら，令和 5年 12 月 31 日までに変更するため，履行延期承認申請があったもの

です。

工期後の申請であるため，所有者から始末書の提出を受けており，所有者は

深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

次に８番，９番，１０番は関連がありますので一括して審議を行います。

事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 7ページ，参考資料の 22～25 ページをご覧ください。

８番の申請地は，下野町字蛸瀬 1310 番の 1筆，地目は田，

面積は 6,482 ㎡です。

９番の申請地は，下野町字蛸瀬 1333 番 1 の 1 筆，地目は田，

面積は 1,770 ㎡です。

１０番の申請地は，下野町字蛸瀬 1334 番，1336 番 1 の計 2筆，

地目は田が 1筆，畑が 1筆，面積は計 1,067 ㎡です。

農地改良をすることに伴い，使用貸借権を設定する許可を平成 28 年 5 月 10

日付指令竹農委第 5号にて受けたものです。

土砂埋立行為，排水設備の設置が未完成であるため，工期を令和 3年 5月 9

日までから，令和 8年 5月 9日までに変更するため，履行延期承認申請があっ

たものです。

工期後の申請であるため，所有者から始末書の提出を受けており，所有者は

深く反省し，今後は関係法令を順守する旨誓約されております。

説明は以上です。
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議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を承認することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決定いたします。

続きまして，日程第５，議案第１１号「農用地利用集積計画の決定について」

を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 8ページ，参考資料の 26～30 ページをご覧ください。

本議案は，「農用地利用集積計画の決定について」となっております。

今回利用権設定の申出があった案件の面積は計 14,212 ㎡，

対象人員は，貸し手が 10 人，借り手が 3人と 1団体です。

内容につきましては，参考資料 26～30 ページのとおりとなっております。

本議案が可決の場合，令和 5年 3月 1日付けで，公告いたします。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって，議案第１１号「農用地利用集積計画の決定に

ついて」は，原案のとおり決定いたします。

次に日程第６，議案第１２号「非農地証明申請について」を議題といたしま

す。１番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 9ページ，参考資料の 31 ページをご覧ください。

１番の申請地は，高崎町字奥深川 1930 番 4 の 1 筆，地目は畑，

面積は 66 ㎡です。

平成 6年頃から管理しておらず，現在，山林の状態になっているため，

地目変更登記を行うために申請されたものです。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2 種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った山本推進委員から補足説明をお願いします。
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山本

推進委員

申請地は，高崎城会館から南西へ約 550ｍ付近にあります。

現地確認時，山林状態となっており，耕作不可能な状態になっていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を非農地証明することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を非農地証明することに決定いたします。

次に２番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 9ページ，参考資料の 32 ページをご覧ください。

２番の申請地は，高崎町字後鳥越 210 番 7 の 1 筆，地目は畑，

面積は 6.25 ㎡です。

昭和 54 年頃から宅地として利用しているため，地目変更登記を行うために

申請されたものです。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2 種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った山本推進委員から補足説明をお願いします。

山本

推進委員

申請地は，ＪＲ大乗駅から南西へ約 150ｍ付近にあります。

現地確認時，既に宅地として利用されていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を非農地証明することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を非農地証明することに決定いたします。

次に３番について事務局の説明をお願いします。
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局 長 議案の 9ページ，参考資料の 33 ページをご覧ください。

３番の申請地は，東野町字城山 10669 番 8 の 1 筆，地目は畑，

面積は 149 ㎡です。

明治時代から墓地として利用されており，地目変更登記を行うために申請さ

れたものです。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った岡田推進委員から補足説明をお願いします。

岡田

推進委員

申請地は，東野小学校から東へ約 300ｍ付近にあります。

現地確認時，既に墓地として利用されていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を非農地証明することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を非農地証明することに決定いたします。

次に４番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 9ページ，参考資料の 3ページをご覧ください。

４番の申請地は，新庄町字上椋原 989 番 1，989 番 2，甲 1002 番の計 3筆，

地目はいずれも田，面積は計 2,031 ㎡です。

20 年以上前から管理しておらず，現在，山林の状態になっているため，地目

変更登記を行うために申請されたものです。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2 種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った沖野推進委員から補足説明をお願いします。

沖野

推進委員

申請地は，賀茂川中学校から東へ約 1,000ｍ付近にあります。

現地確認時，山林状態となっており，耕作不可能な状態になっていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり
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議 長 ないようですので，本件を非農地証明することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を非農地証明することに決定いたします。

次に５番について事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 10 ページ，参考資料の 3ページをご覧ください。

５番の申請地は，新庄町字上椋原 992 番，993 番の計 2筆，

地目はいずれも田，面積は計 1,143 ㎡です。

20 年以上前から管理しておらず，現在，山林の状態になっているため，地目

変更登記を行うために申請されたものです。

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等で第 2 種

農地と判断いたします。説明は以上です。

議 長 現地確認を行った沖野推進委員から補足説明をお願いします。

沖野

推進委員

申請地は，賀茂川中学校から東へ約 1,000ｍ付近にあります。

現地確認時，山林状態となっており，耕作不可能な状態になっていました。

説明は以上です。

議 長 これよりご審議願います。ご質疑，ご意見のある方は挙手をお願いします。

「質疑，意見なし」の声あり

議 長 ないようですので，本件を非農地証明することにご異議ありませんか。

「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって本件を非農地証明することに決定いたします。

次に日程第７，報告第３号「農地法第３条の３第１項の届出について」事務

局の説明をお願いします。

局 長 議案の 11 ぺージ，参考資料の 34～42 ページをご覧ください。

令和 5年 1月に農業委員会に届出のあった件数，筆数，面積について報告い

たします。

件数は 15 件，筆数は田 30 筆，畑 71 筆の計 101 筆，

面積は計 44,435.48 ㎡の届出がありました。

詳細につきましては参考資料の 34～42 ページをご確認ください。

説明は以上です。
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議 長 次に日程第８，報告第４号「農地法第４条の規定による届出について」

事務局の説明をお願いします。

局 長 議案の 12 ページ，参考資料の 43 ページをご覧ください。

令和 5年 1月に農業委員会に農業用施設の届出のあった件数，

内容，面積について報告いたします。

件数は 2件で，いずれも農道として利用し，面積は計 96 ㎡です。

詳細につきましては参考資料の 43 ページをご確認ください。

説明は以上です。

議 長 以上を持ちまして予定されておりました議事について全て審議をいたしま

した。

引き続き，事務局より一般報告や協議事項等があればお願いします。

局 長 当初皆様には議案をお配りしてませんでしたが，

議案第１３号「竹原市農業振興地域整備計画の変更（案）の協議について」

を追加議案として提案いたします。事務局から説明いたします。

事務局 別紙「竹原農業振興地域整備（農用地区域）の見直しについて」をご覧くだ

さい。

＜本資料を基に概要説明＞

続いて，別紙「竹原農業振興地域整備計画書」をご覧ください。

＜本資料を基に構成等概要説明＞

続いて，別紙「土地利用計画図」をご覧ください。

＜本資料を基に構成等概要説明＞

議 長 事務局の説明が終わりましたので，これより質疑に入ります。本議案につい

て質疑のある方の挙手を求めます。

建山

推進委員

田万里地区のひょうたん池を整備することになっているが，現在使用してい

ないため，その近くの大池を整備した方がいいのではないか。

事務局員 ひょうたん池の整備は農業農村整備事業管理計画で定められているため，記

載しているものです。そのため，本計画には記載し，他に必要な整備があれば，

別途建設課へ事業要望していきます。

議 長 只今，事務局から説明がありましたので，そのように対応することとし，異

議がない旨回答することにご異議はありませんか。
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「異議なし」の声あり

議 長 異議なしと認めます。よって異議がない旨竹原市長へ回答することに

決定いたします。

議 長 以上をもちまして，令和５年第２回竹原市農業委員会総会を閉会いたしま

す。

上記のとおり会議の顛末を記し，相違ないことを証するため，ここに署名する。

令和５年２月２８日

議 長 祐本 征武

署名委員 土居 民喜


